
 

「おかしい！？」と感じたら！！ 
 

 不要な購入や点検はきっぱりと断わる！ 

 契約書などにむやみに押印、サインしない！ 

 相手が脅迫行為に出た場合は、速やかに警察に通報！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※もし、気付かずにサインや承諾をしてしまったら… 

一般家庭では、８日以内ならクーリング・オフ制度が適用され、無条件の解約が可能 

です！居住地の消費生活センターにご相談ください！ 

 

●堺市立消費生活センター  ＴＥＬ：０７２－２２１－７１４６ 

              ＦＡＸ：０７２－２２１－２７９６ 

●高石市消費者生活センター ＴＥＬ：０７２－２６７－５５０１ 

              ＦＡＸ：０５０－３５０７－３０９０ 

▼ 気になることがあれば、「住宅防火対策相談窓口」にご相談ください。 

消 防 局 予 防 査 察 課 ＴＥＬ：０７２（２３８）６００５／ＦＡＸ：０７２（２２８）８１６１ 

堺 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２２８）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２２８）４０８７ 

中 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２７７）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２７８）１９９９ 

東 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２８６）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２８６）０１２６ 

西 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２７４）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２７１）１１２２ 

南 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２９９）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２９８）０１１９ 

北 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２５０）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２５３）２０１６ 

美 原 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（３６２）０１１９／ＦＡＸ：０７２（３６３）１４１４ 

臨 海 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２６１）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２６１）１９９９ 

高 石 消 防 署 予 防 課 ＴＥＬ：０７２（２６６）０１１９／ＦＡＸ：０７２（２６３）５２９５ 

 

「消防署の方から来た」「消防の許可をもらっている」などと偽り、 

「住宅用火災警報器」や「消火器」の販売・点検などを行う訪問業者に 

注意して下さい。 

消防署では「消火器」や「住宅用火災警報器」の販売・点検などは実施

していません。また特定の業者に許可・委託をしてそのような行為を行う

こともありません。 

堺 市 消 防 局 


